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人手不足に対応する外部人材活用セミナー

2月4日（水）13:30～17:00、北海道後志総合
振興局における令和7年度後志地域人材確保推進事
業として、「人手不足に対応する外部人材活用セミ
ナー」 （キャリアバンク(株)に委託）が小樽市民会
館で開催され、当事務所から阿部所長が出席し当セ
ンターの人材に関する支援制度について講演を行い
ました。
当日は、会場とWEBいずれかのハイブリッドで

の参加方式により、定員20社での開催となりまし
た。はじめに「効果的な人材活用法について」と題
して、(株)AKNOの八木代表取締役様の基調講演が
あり、続いて「後志管内における効果的な人材活用
の取組例」として、
キロロリゾートの
渡邊総支配人様から
ご紹介がありました。
その後、人材活用

に関する意見交換と
してワークショップ
が開催され、続いて
人材に関する支援制度の紹介として、北海道プロ
フェッショナル人材センターの山田サブマネー
ジャー様と当センターの講演が行われました。
セミナー終了後は、予約制により人材確保・定

着・活用等に関する個別相談会が開催されました。

2025年4月から「ジョブ産雇」の愛称を全国一
斉に使用し認知度の向上に努めているところですが、
今般、当センターのポスターがリニューアルされ、
本年3月に新しいポスターが届く予定です。
道内のハローワーク様には届き次第順次送付させ

ていただきますので、待合スペース等に掲示してい
ただきますようよろしくお願いいたします。
なお、シニア層の再就職を支援するキャリア人材

バンクの個人登録用のポスターもリニューアルされ
ましたので、あわせて送付させていただきます。

ジョブ産雇のポスターがリニューアル！

去る1月19日・20日に岩手県北上市において、
北海道・東北ブロック所長情報交換会議が開催され、
当事務所から阿部所長、岡野副所長の2名が参加し
ました。
本会議は通常年4回開催されており、今年度は今

回で3回目の開催となりました。
1月20日には今シーズン最大級の寒波が襲来し、

新千歳空港への帰りの便が早々に欠航したほか、東
北地方の新幹線も一部運休するなど、積雪寒冷地に
おける真冬の会議出席は厳しいものがありました。
会場となった岩手県北上市には、岩手事務所（盛

岡市）の北上面談ルームがありますが、今年の3月
末で閉鎖になるとのことで、北上市での会議開催は
今回が最後になるものと思われます。
岩手事務所の所長には大変お世話になりました。

北海道・東北ブロック情報交換会議



札幌弁護士会研修会で事業説明を実施

1月15日（木）、札幌弁護士会会員向けの労働債
権諸問題研修会が開催されましたが、研修会最後に
時間を割いていただき、破産・倒産を余儀なくされ
る企業に対するジョブ産雇の支援についてご説明さ
せていただきました。
本研修会は札幌弁護士会館5F会議室での参加と、

ZOOMウエビナー参加のハイブリット方式で開催さ
れましたが、参加者は約180名でした。
労働施策総合推進法により、「事業主は事業規模

の縮小等に伴い離職を余儀なくされる労働者の求職
活動に対する援助や再就職の援助を行うことで職業
の安定を図るように努めなければならない」という
努力義務が明記されていること、また、30人以上の
労働者が離職を余儀なくされることが見込まれる事
業規模の縮小等の場合、事業主は「再就職援助計画
」を作成しハローワークに提出しなければならない
という届出義務が明記されていることなどをご説明
させていただきました。

また、当センターが再就職支援を行う場合は、企
業からの依頼を受けて、原則として在職中の登録が
必要となることから、破産を余儀なくされる場合は
従業員を解雇する前に当センターへ連絡をいただき
登録をしていただくようお願いしました。
昨年は、破産案件を担当された弁護士事務所を通

じて再就職支援を行った初めての事案や、支援まで
は至らなかったものの連絡をいただいた事案もあり
ましたので、引き続き、道内の各弁護士会およびそ
の会員弁護士の皆さまと連携・協力をしながら、離
職を余儀なくされる従業員の再就職支援に取り組ん
で参りたいと思います。

この度、3月末を以って当センターを退任するこ
ととなりました。２０２０年に入所以来５年半は、
あっという間でした。特に入所してすぐに担当した
夕張市の３大離職案件(ﾘｿﾞｰﾄ、ｼﾁｽﾞﾝ、ﾏﾙﾊﾆﾁﾛ)や、
藤丸デパート、イトーヨカドー各店の再就職支援は
忘れることができません。会社都合で離職を余儀な
くされた方々が涙ながらに「本当は辞めたくない」
と話す表情は脳裏に焼き付いています。その方々の
悔しさ、無念さをしっかりと胸に刻んで次のステッ
プを歩んでいく所存です。今までご
協力いただいた関係各位には感謝の
言葉を言い尽くすことはできません。
たいへんありがとうございました。

シニア層の採用で人手不足を解消！

当センターが実施している「キャリア人材バンク
事業」では、定年や再雇用、有期契約満了により退
職予定、あるいは退職済の60歳以上のシニア登録
者が年々増加しています。とりわけ、中小企業では
人手不足が大きな課題となっていますが、企業で長
年培った経験や能力を活用しながら再就職を希望し
ているシニア求職者を積極的に採用することで、
人手不足を解消しませんか？
これらシニア求職者の採用をお考えの事業主様、

あるいは、60歳以上で退職予定の従業員の再就職
支援を希望される事業主様は、まずは当事務所まで
ご連絡ください。

賛助会員入会のご案内！

会 費；１口／年額１万円

◇特典①；機関紙「かけはし」の無料配付

◇特典②；人材情報(求職情報リスト)の無料配付

◇特典③；Sankoセミナーの賛助会員価格

◇特典④；職員の定期訪問による情報提供 等々

札幌弁護士会様には今回、
貴重な研修の機会に当セン
ターの説明時間を確保して
いただきまして、誠にあり
がとうございました。
今後も機会がございまし

たらご説明に伺いますので、
お声がけいただきますよう
よろしくお願いいたします。

参与退任のご挨拶

【退任参与：浜元 久】

※ご参考
当センター本部の広報誌「かけはし」には、毎月「新たな飛躍」の
コーナーで、当センターの支援により再就職されたシニアの方々を
ご紹介していますのでぜひご参照ください。


